
綾瀬市学生消防団活動認証制度 
～地域に貢献する学生消防団員を綾瀬市が応援します！！～ 

 

〇綾瀬市学生消防団活動認証制度とは 

 綾瀬市消防団に在団している大学生、大学院生又は専門学校生が、消防団員として

真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢

献をした功績について、綾瀬市がその功績を認証することにより、就職活動を支援す

ることを目的とした制度です。 

※ 在学中に１年以上継続的に消防団活動を行うことが必要です。 

 

〇企業側のメリット 

・社会貢献実績のある人材を確保することができます。 

・組織の団体行動や社会生活で必要な各種活動を経験した人材を確保できます。 

・消防団経験者を採用することで、事業所の災害対応能力の向上が期待できます。 

 

〇学生消防団員のメリット 

・消防団員として防災に関する知識・技術を習得できます。また、消防団活動を通じ

て地域に貢献することができます。 

・消防団員として地域に貢献した実績を就職活動時に企業等へアピールすることがで

きます。 

 

【認証の流れ】 

１ 申 請 

  認証を希望する学生団員は、消防団長に認証推薦依頼書を提出し、消防団長が市

長に推薦します。 

２ 審 査 

  市長は推薦のあった認証対象団員の認証の可否を審査します。 

３ 交 付 

  市長は審査の結果、認証することを決定した場合は、本人へ認証状と認証証明書

を交付します。 

 

【問合せ先】 

綾瀬市消防本部 消防総務課総務担当 

〒252-1107 綾瀬市深谷中 1-4-30 

電話 0467-76-2112（直通） 


